
道路除草業務委託特記仕様書 
 
１．業務内容 

道路除草業務 
・道路路側の通行支障となる草の除草から刈草の片付け、処分までを速やかに行うものとする。 
・草の処分については、三の倉センターに持ち込み処分する。 
・業務委託の場所については、別紙平面図を目安とするが、道路河川課との連絡を密にし、同課 

監督員の指示により行う。 
・道路上の作業となるので、維持作業予告看板や作業場所での作業中看板等を設置し、安全対策 

に万全を期すること。 
・交通誘導員については、一般交通および歩行者に支障のないよう配置すること。配置人員に 
ついて９名（交代要員は無）を計上している。 

写真撮影 
・写真撮影については、路線ごとに同方向から作業前・作業中・完了時に撮影する。 
・路線延長を考慮し、撮影箇所数を決定する。 
業務日誌 
・業務日誌は、同課が定める様式に日時・場所・延長・従事者数を明記する。 


